
地域自治区ことに設けられた地域協議会は、地域の課題解決について協議したり、市の政策について地域の意見を市長

に提言するなどの役害1を持つた組織です。

現在、中央東地域では第6期 18名の協議会委員が地域の声を市政に反映させるため、多様な意見を出し合つて地域づく

りのための協議を行つています。

今回は、第4回地域協議会の内容と、次期第7期 (任期:平成30年 4月 1日 ～平成32年 3月 31日 )の地域協議会委員を選任す

るための推薦委員会の内容についてお知らせします。

地 域 の お 宝 発 掘・発 展・発 信 事 業 につ い て (宮崎 市 補 助 金 事 業 )

・平成29年 11月 1日～平成29年 12月 25日 まで事業の再募集を行った結果、3団体より応募がありました。
・平成 30年 1月 15日に書類審査委員会において審査を行い、いずれの事業も書類審査を通過したため、地域

協議会においてプレゼンテーション審査を行うことになりましたc

中央東地域の特性やお宝を活かした地域活生化事業であるか、補助金交付終了後も、継続して事業を行
うことが可能かなどについて各事業の採点を行い、中央東tt域で実施するお宝事業が決定しました。

*実施事業 :「文化還産と近未来が体験できるまち」中央東地域魅力発信事業
*実施団体 :中央東地域の絆づくり推進事業協議会

・採択された事業はこの後、地域協議会や関係団体と事業内容の練り上げを十分に行つてから詳しくお知
らせする予定です。事業が開始しましたら、地域の皆さんのこ協力をよろしくお願いいたします。

推薦委員会設置の目的 :地域自治区地域協議会委員の選任にあたり、地域の多様な意見が適切に反映
されるよう、公正な選任を行うことを目的として設置されました。

推薦委員会委員の任期 :2年間 (平成29年 11月 1日～平成31年 10月 31日 )

1中央東地域自治区内の主な活動団体から推薦を受けた 10名の方に委lFR辞 令が交付されました。

次の 2点について協議し承認されました。

①地域協議会委員の推薦基準
②第7期中央東地域自治区地域協議会委員の活動団体別推薦枠数と公募委員の人数   ■  |
・協議会委員の任期 :2年間 (平成30年 4月 1日～平成32年 3月 31日)            ●■,_■ |‐ ■■■■

☆地域の宝や地域団体の活動PR、 ボランティアの取り組みなど、地域の情報をお待ちしております。

宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 中央東地域事務所
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